
あいち産業科学技術総合センターの一部組織改正について 

１ 組織改正の内容 

（１）窯業技術センターの管理部門（総務課）を産業技術センター（刈谷市）に集約します。 

（２）これに伴い、窯業技術センターの名称を変更します。 

   （現行）                 （改正案） 

   あいち産業科学技術総合センター      あいち産業科学技術総合センター 

       産業技術センター（刈谷市）       産業技術センター（刈谷市） 

常滑窯業技術センター（常滑市）       常滑窯業試験場（常滑市） 

三河窯業試験場（碧南市）       三河窯業試験場（碧南市） 

瀬戸窯業技術センター（瀬戸市）       瀬戸窯業試験場（瀬戸市） 

       食品工業技術センター          食品工業技術センター 

       尾張繊維技術センター          尾張繊維技術センター 

       三河繊維技術センター          三河繊維技術センター 

（３）現行の窯業技術センターの技術支援業務は、組織改正後においてもこれまでどおり実

施します。 

２ 問合せ先 

愛知県産業労働部産業科学技術課 管理・調整グループ 宇野、林 

電 話：052-954-6347(ダイヤルイン) 

E-mail：san-kagi@pref.aichi.lg.jp 

 あいち産業科学技術総合センターは、しなやか県庁創造プラン（県第六次行革大綱）で取

り組むこととしている「あいち産業科学技術総合センターの効果的・効率的な運営」を踏ま

え、平成30年 4月 1日から窯業技術センターの組織改正を行います。 

平成30年 2月 28日（水） 
愛知県産業労働部産業科学技術課 
管理・調整グループ 
担当 宇野、林 
内線 3388、3389 
ダイヤルイン 052-954-6347 


